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国民体育大会におけるアンチ・ドーピング教育の義務化について（通知） 

 

 平素より国民体育大会に対し、ご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

 さて、本年 3 月 18 日に開催しました都道府県体育・スポーツ協会国体連絡会議におい

て説明いたしました標記の件につきまして、先般 6月 7日に開催の令和４年度第１回国民

体育大会委員会において、下記のとおり決定いたしましたのでご通知申し上げます。 

 つきましては、国体参加者に対して下記アンチ・ドーピング教育の受講について周知徹

底いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、本件の詳細を、既にご案内しております 6 月 21 日開催の「国民体育大会に向け

たアンチ・ドーピング情報提供会」にて説明いたしますことを申し添えます。 

 

記 

 

１．開催基準要項細則（参加資格）改定内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．都道府県体育・スポーツ協会の役割 

（1）選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び少年種別に出場す

る選手の保護者に対し、実施要項に基づき大会本戦参加前の１年以内に教育を実施す

るとともに、その受講の徹底及び指導を行う。 

（2）選手の「国民体育大会ドーピング検査同意書」にある「国民体育大会選手カード」

のアンチ・ドーピング教育履歴の記載（選手自身が記入する）を確認した上で、国体

参加申込システムから参加申込を行う。 

３ 本則第 8項第 1号及び第 10項第 4号（参加資格及び年齢基準等） 

（１）大会及びブロック大会 

1)参加資格 

＝省略＝ 

⑦ 選手、監督、本部役員帯同のスポーツドクター、アスレティックトレーナー

は、本大会又は冬季大会参加前の１年以内に日本スポーツ協会が指定するアン

チ・ドーピング教育を受講した者であること。（追記） 

（以下番号繰り下げ） 

＜附則 107＞本細則第 3 項(1)1)については、令和 4 年 6 月 7 日に改定し、施行す

る。ただし、第 3 項（1）1）⑦については、令和 5 年 4 月 1 日以降に

開催する大会から施行するものとし、令和 5年 3月 31日以前に開催の

大会については努力義務とする。 

写 



（3）監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナーの「国民体育大会アンチ・ド

ーピング教育履歴確認カード」に記載のアンチ・ドーピング教育履歴の記載（監督等

自身が記入する）を確認した上で、国体参加申込システムから参加申込を行う。 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid539.html 

 

３．アンチ・ドーピング教育内容 

（1）受講対象者 

  本大会又は冬季大会の本戦に参加する選手、監督、本部役員帯同スポーツドクター、

アスレティックトレーナー及び少年種別に出場する選手の保護者 

（2）受講期限：国体出場前の 1年以内の受講を有効とする 

（3）受講内容：次の①から③のいずれかとする。 

①次の(a)～(f)の団体が主催する研修会・講習会、(g)、(h)のいずれかとし、アン

チ・ドーピングに関する内容とする。 

   (a)JSPO (b)JADA (c)日本オリンピック委員会(JOC) (d)中央競技団体 

   (e)都道府県体育・スポーツ協会 (f)JSPO加盟関係スポーツ団体  

   (g)JSPO公認スポーツ指導者資格更新研修会 (h)その他 JSPOが認めるもの* 

＊例）都道府県競技団体主催、高体連の専門部又は都道府県高体連主催、 

      都道府県中体連主催等 

 ②JSPOまたは JADAホームページ掲載のアンチ・ドーピング教育動画視聴 

 ③JSPOまたは JADA作成のアンチ・ドーピング資料・教材の閲読等 

【少年種別の選手・保護者向け】 

· クリーンアスリートガイド ユースアスリート向け 

· マンガムービー「ドーピング検査手順」「Values of Sport」 

【成年種別の選手・監督・アスレティックトレーナー・ファーマシスト向け】 

· クリーンアスリートガイド 国内レベルアスリート向け 

· マンガリーフレット「ドーピング検査手順」 

· マンガムービー「ドーピング検査手順」「Values of Sport」 

· Webinar（アスリート・カテゴリー／2022 年禁止表／国体における TUE のルール） 

【スポーツドクター向け】 

· クリーンアスリートガイド 国内レベルアスリート向け 

· アンチ・ドーピングと医療 

· マンガムービー「Values of Sport」 

· Webinar（アスリート・カテゴリー／2022 年禁止表／国体における TUE のルール） 

 ※JSPOホームページ及び JADAクリーンスポーツ・アスリートサイトに 6月中に掲載予定   

 

４．関連資料 

①国民体育大会アンチ・ドーピング活動に関するガイドライン 

②国民体育大会アンチ・ドーピング教育受活動実施要項 

③国民体育大会アンチ・ドーピング教育活動準備マニュアル 

④国民体育大会ドーピング検査同意書／国民体育大会選手カード（選手用） 

⑤国民体育大会アンチ・ドーピング教育履歴確認カード（監督等用） 

 

【お問合せ先】国体推進部 国体課 ℡03-6910-5808 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid539.html

